
基地外の水質モニタリング内容の変更に関する諮問 

 

2026 年 4 月 2 日 

 三井エネルギー資源開発株式会社 

背景・経緯: 

蒸気噴出による河川水、表流水、施設利用水への影響を観測・評価するため、現在月 1 回の水質

モニタリングを実施している（表①・図①）。 

 

表①:第 7 回環境影響評価委員会審議資料（47 頁から抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

図①:現在水質モニタリングを継続実施している場所 
 

尚、観測期間、観測項目及び観測地点は蒸気噴出直後に影響観測・評価のための緊急対応とし

て弊社が独自に決めたもの。また、観測中の 32 項目は添付の参考資料の通り。 

第 1 回環境影響評価委員会にて評価対象とされた自然由来の重金属等 8 項目の蒸気抑制後約

2 年半のモニタリング結果総括は以下の通り。 

 砒素の測定値はいずれも環境基準値未満で顕著な変動はなく安定している。 

 セレン、カドミウム、六価クロムはほとんど検出下限値未満。 

 鉛、ふっ素、ほう素は大湯沼と馬場川で検出されることがあるものの、いずれも環境基準値未満。 

 水銀の測定値は大湯沼と馬場川で環境基準値を上回る。 



 

第 7 回までの環境影響評価委員会の審議において、蒸気噴出の影響は砒素に限定されるとの結論

が導かれていること、及び第 7 回環境影響評価委員会における環境修復の方法検討にあたっての水質

モニタリングに関する審議結果を踏まえ、当該モニタリング内容の変更につき以下の通り諮問する。 

 

諮問事項: 

2026 年 3 月をもって上記水質モニタリングを終了し、4 月より第 7 回環境影響評価委員会審議

資料 45 頁にて審議された水質モニタリングの内容（表②・図②）における「施工前」の観測を開始す

る。 

 

4 月から実施する観測地点 5 か所の内、R-2 は現在の K0、R-4 は現在の B、B-5 は現在の X1

をそれぞれ継続する（表③）。また、基地内の土壌から土壌汚染対策法の基準値を超えるほう素が確

認されたことから、各地点において併せてほう素も測定する。 

 

表②:モニタリング計画（第 7 回環境影響評価委員会審議資料 45 頁抜粋、赤枠は弊社加筆） 

 

図②:モニタリング位置（第 7 回環境影響評価委員会審議資料 45 頁抜粋、赤枠は弊社加筆） 
 

表③:モニタリング地点の記号対応 

 

 

以 上 



 

参考資料:現在観測中の 32 項目 

 


